
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
織物または編物 基布とした浴用タオルであって、

この順に 前記上布 弛ませた

浴用タオル。
【請求項２】

浴
用タオル。
【請求項３】

浴用タオル。
【請求項４】
前記中布は、少なくとも１枚がメッシュ状である 請求項３に記載の浴用
タオル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、石鹸等洗浄剤の泡立ちを促進し微細な泡を大量に発生させて浴用タオルの泡保
持性を良くし、皮膚を傷めずに汚れを落としうる浴用タオルに関するものである。
【背景技術】
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からなる長方形 この基布の長軸方向の略
中央部分に中布と上布とを、 重合し、かつ 及び前記中布を夫々
状態でその周縁を前記基布に縫合し、前記基布と前記中布との間及び前記中布と前記上布
との間に空隙を設けたことを特徴とする

前記上布が前記中布よりも弛ませ状態を大きくしたことを特徴とする請求項１に記載の

前記中布は、複数枚から構成したことを特徴とする請求項１又は２に記載の

ことを特徴とする



【０００２】
従来の浴用タオルは長方形の布に、ほつれないように周囲を縫っているだけのものがほと
んどであるが、泡立ち性、洗浄性をもたせ、手の届きにくいところへの洗浄効果や皮膚へ
の優しさ等をもたせた浴用タオルや身体洗浄用具が提案されている。
このように、最近、浴用タオルや身体洗浄用具において、洗浄性、泡立ち性および皮膚へ
の優しさ等を併せもった提案がなされ、それらの付加価値のある浴用タオルに消費者の関
心が集まってきている。
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－２６２８６８号公報
【特許文献２】実用新案登録第３０７８６４４号公報
【特許文献３】特開２００２－１５３３９６号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
 　本発明は、泡立ち性、洗浄性の向上および浴用タオルの繊維による皮膚摩擦の度合い
を減少させて皮膚への優しさを増す等、上記特性がさらに優れ、すすぎ乾燥など清潔に保
つための取り扱いが簡単な浴用タオルを提供することを課題とする。
皮膚に関しては、摩擦により、本来備えている保湿機能の組織が傷ついて外部の刺激を受
けやすくなり、しみ、皺、かゆみ、等を引き起こして皮膚年齢を上げることが解明され、
特に女性の洗顔について注意を促されるようになった。さらに、顔以外の皮膚についても
乾皮症、色素沈着等、同様の問題については日常用いる浴用タオルによる皮膚摩擦が原因
であるとの指摘があり、この皮膚摩擦の度合いを減少させることは、健やかな皮膚を保つ
ために欠くことのできない要素である。このためには、微細で消えにくい泡質の泡を生み
出して洗浄剤の洗浄効果を向上させるとともに、その泡を保持して浴用タオルの滑りを促
し繊維による摩擦を軽減する機能に優れた浴用タオルが望まれる。
　また、左右の肩甲骨の間の背中の窪みは皮脂の分泌が多い部分であるが、洗いにくいた
めに強い力でくり返し擦りがちで首の後ろや肩に、天然繊維、合成繊維に関わらず繊維摩
擦による皮膚障害を起こし問題となっている。これらの点を解決する浴用タオルを提供す
ることも課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は上記した課題を解決するためになされたものであり、請求項１記載の浴用タオ
ルは、織物または編物 基布とした浴用タオルであって、

この順に 前記上布 弛
ませた

。
【０００６】
　請求項２記載の浴用タオルは、

【０００７】
　請求項３記載の浴用タオルは、
【０００８】
　請求項４記載の浴用タオルは、前記中布の少なくとも１枚がメッシュ状であることを特
徴と
【００１１】
ここで、本発明の「弛ませ」とは、縫合前の基布の所定寸法に対して、上布あるいは
中布の寸法が１．２倍以上であり、縫合後結果として弛んでいる状態をいう。
【発明の効果】
【００１２】
入浴時に浴用タオルを使用することは、濡れた繊維で体を擦ることとなり、天然繊維、
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からなる長方形 この基布の長軸方
向の略中央部分に中布と上布とを、 重合し、かつ 及び前記中布を夫々

状態でその周縁を前記基布に縫合し、前記基布と前記中布との間及び前記中布と前
記上布との間に空隙を設けたことを特徴とする

前記上布が前記中布よりも弛ませ状態を大きくしたこと
を特徴とする。

前記中布は、複数枚から構成したことを特徴とする。

する。



合成繊維の種類を問わず、浴用タオル繊維による皮膚への摩擦の度合いは大きいものであ
る。
水分を多く含んだ浴用タオルで洗浄剤を泡立てると、泡は大粒で消えやすく、また、浴
用タオルにとどまらず流れ落ちるので、浴用タオルの繊維が直接皮膚に接触して摩擦し皮
膚を傷めることとなる。
【００１３】
洗浄剤は、微細な泡に泡立てるとその洗浄効果は向上することが知られているが、それ
は、微細な泡は消えにくく粘り気をもち吸着力に優れ、皮膚表面の凹凸の隅々に入り込ん
で吸着し汚れを浮かすからである。また、皮膚表面に吸着した微細な泡は、浴用タオルに
保持された泡と相俟って浴用タオルの滑りを促すので繊維の摩擦から皮膚を守るという効
果も奏する。さらに、浴用タオルに保持されたその消えにくい微細な泡が、使用時にクッ
ション性を生じるので、浴用タオルを持つ手の圧力が繊維を通して直接皮膚に伝わること
がないことも、皮膚を繊維の摩擦から守る要素となる。
【００１４】
　以上のような知見からみると、本発明の請求項 よれば、浴用タオル 基布 弛ま
せた 上布によって構成することにより、固形石鹸、液体洗浄剤、等、洗
浄剤の種類を問わず、上布と基布の繊維の編目、または織目孔と、弛んだ 上布に

形成 空隙において、水と洗浄剤と空気が効率よく混ざり合い、容易に大量の
微細な泡を発生 その泡を浴用タオルの繊維表面は勿論のこと
、布層間及び、弛ませた上布と によって形成される 空隙に保持
ようになる。さらに、上布 を基布に対して弛ませているので、上布 が基布
上を移動しやすく、泡立ち性や泡の微細化をさらに促進する。
【００１５】
上記微細な泡は優れた洗浄効果をもち、消えにくく吸着力も増すので浴用タオルの泡保
持性が向上する。さらに、皮膚表面の凹凸にも泡が入り込んで吸着するので泡を保持した
浴用タオルが皮膚の上をよく滑り微細な泡を供給して、泡の洗浄力で汚れを浮かすことが
できる。このように浴用タオルの皮膚当たりが穏やかで繊維による摩擦が皮膚上に発生し
にくいので、皮膚を傷めることなく洗浄効果と心地よさを得ることができるという効果を
奏する。
【００１６】
　 によると、 布と弛ませた 上布とで多重に構成することに
より、容易に速やかに大量の泡を発生させることができる。ま の多重構成部に洗浄剤
を付けて泡立て、次に、泡立て部以外が溜め含む余分な水を絞って廃棄した後、浴用タオ
ル全体に泡をいき渡らせる。このように通常の使用に比べ、浴用タオルの含む水の量を少
なくなるように調整すると、泡は微細度と粘度を増し消えにくくなるため浴用タオルの泡
保持力が向上し、その上、泡の皮膚への吸着度も増大するため洗浄力を増
浴用タオルの に多重構成部分を設けて泡立て部分とし、これ以外の部分で余分
な水を絞り廃棄するという、浴用タオルが含む水分の調整を可能にすることにより、泡質
と浴用タオルの泡保持性を改良し、洗浄力を向上させて皮膚にやさしい洗浄条件を得るこ
とができる。
【００１７】

中央部に 、長
方形基布の略中央部に膨らみが形成されることになり、背中を洗う際にはこの膨らみが背
中の窪みに沿い微細な泡を供給して汚れを浮かすので、過度な力をいれることなく洗うこ
とができ、背中周辺の皮膚を傷めないという効果をも奏する。

泡立ち性と泡保持性がさらに良く
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
  以下、本発明について図面にそって詳細に説明する。図１は本発明の実施態様１の浴用
タオルの平面図および長軸方向断面図を示す。基布２はここでは平面長方形であり、その
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１に は、 と
中布及び弛ませた

中布及び
よって される

させることができる。また、
弛ませた中布 ２つの される

と中布 及び中布

さらに本発明 基 中布と弛ませた
たこ

す。
略中央部分

また、本発明は長方形基布の略 中布と上布とを重合して周縁を縫合したので

また中布の少なくとも１枚
がメッシュ状に構成したので なる。



上部に上布が設けてあり、全体が二重構造状となっている。そして、基布２、上布３はそ
れらの端面４がいずれも縫合されている。上布３は縫合前の長軸方向長さおよび／または
短軸方向長さが基布２より長く、端面４を縫合すると上布３は基布２より弛みをもつ構造
となる。このように構成すると、基布２と上布３の間に空隙５が形成され、これが空気を
含む空間となる。
【００１９】
　  図２は本発明の実施態様２の浴用タオルで、浴用タオルの端面側部だけを図１のよう
に
二重構造としてもよい。この態様では基布１２と上布１３からなる多層部分で泡立てた後
基布１２の単層部分が溜め含む余分な水を絞って廃棄するという、浴用タオルの含水分量
調整をするために役立ち、また、使用時に浴用タオルを１つにまとめるために基布単層部
分で全体を包むように巻くのに便利である。
【００２０】
　  図３は本発明における実施態様３の浴用タオルの平面図および長軸方向断面図である
。
この態様では、基布２２上に上布２３が浴用タオル１の長軸方向の略中央部に正方形状に
設けられている。そして、上布２３の端面２４は縫合されていて、上布２３は基布２２よ
り弛ませて縫合されている。
　また、この実施態様では、前記中央部全面に上布２３を設けたが、前記略中央部におい
て短軸方向に短く設けてもよいのは勿論のことである。
さらに、浴用タオル長軸方向の端面側部あるいは略中央部を図２、図３に示すような
構造にする場合の、基布に重ねた上布の形は、正方形状に限らず、長方形、楕円形、ハー
ト型等、でもよい。
【００２１】
　図４は本発明の浴用タオルの実施態様４の場合の長軸方向断面図を示す。基布３２はこ
こでは平面長方形であり、その上部に中布３６、上布３３がそれぞれこの順に設けてあり
、
全体が三重構造状となっている。そして、基布３２、中布３６および上布３３はそれらの
端面３４がいずれも縫合されている。上布３３は縫合前の長軸方向長さおよび／または短
軸方向長さが基布３２および中布３６より弛みをもつ構造となる。このように構成すると
中布３６と上布３３の間に空隙３５が形成される。この空隙３５が空気を含む空間となる
。
【００２２】
　図５は本発明の実施態様５を表し、浴用タオルの端面側部だけを図４のように３重構造
としてもよい。この形は基布４２、中布４６、上布４３と重なった多重層部分で泡立てた
後、基布４２の単層部分が溜め含む余分な水を絞って廃棄するという、浴用タオルの含む
水分調整をするために役立ち、また、使用時に浴用タオルを１つにまとめるために基布単
層部分で全体を包むように巻くのに便利である。
【００２３】
　図６は本発明における実施態様６の浴用タオルの長軸方向断面図である。この態様では
、
基布５２上に中布５６と上布５３が浴用タオル５１の長軸方向の略中央部に正方形状に設
けられている。そして、中布５６及び上布５３の端面５４はそれぞれ基布５２に縫合され
ていて、上布５３は基布５２および中布５６より弛ませて縫合されている。
　また、この実施態様では、前記略中央部全面に、中布５６及び上布５３を設けたが、前
記略中央部において短軸方向に短く設けてもよいのは勿論のことである。
　さらに、浴用タオル長軸方向の端面側部あるいは略中央部を図５、図６に示すような構
造にする場合の、基布に重ねた中布と上布の形は、正方形状に限らず、長方形、楕円形、
ハート型等、でもよい。
　そして、さらに実施態様４～６では中布を１枚で構成している場合を示したが中布はこ
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れに限らず複数で構成してもよい。　　
【００２４】
　図７は本発明の浴用タオルの実施態様７の場合の長軸方向断面図を示す。この実施態様
では上布６３のみならず中布６６を弛ませて構成している。このように上布のみならず中
布を弛ませて構成すると、基布６２と中布６６との間にも空隙６５が形成され、空気を含
む空間が実施態様４～６より増加する。
なお、図１～図７の基布と上布は織物又は編物であり、材質としては綿、絹、麻、等の天
然繊維又はレーヨン等の半合成繊維、ナイロン、ポリエチレン、ポリエステル等の合成繊
維あるいはそれらの混紡、交織からできている。
中布の材質としては上記基布および上布と同じで、それらの織物、編物であってもよいが
、ポリエチレン等の多孔質の成形品であってもよい。
　また、図４～図７の中布はメッシュ状であってもよく、メッシュの目の形状は丸状、角
状、亀の甲状であってもよく、その大きさは０、５～８ｍｍであればよい。好ましくは２
～５ｍｍがよい。メッシュの目の形状が小さすぎると泡立ちが悪くなり、大きいと細かい
泡目になりにくいからである。
　さらに、図４、図５、図６に示す浴用タオルの端面側部、略中央部の基布、中布、上布
を図７のように、中布、上布ともに弛ませて構成してもよい。この場合、後述するように
中布は 2枚に限らず 3枚以上でもよい。   
【００２５】
　図４～７の実施態様４～７のように構成すると、上布と基布、それらに覆われた中布の
繊維の編目または織目孔の作用と、上布を弛ませることにより浴用タオルに形成された空
隙が、洗浄剤を泡立てるときに空気を効率よく供給して水、洗浄剤と混ざり合い泡立ちを
促進し繊維表面に泡を吸着させる。また、基布、中布および上布により形成される各繊維
層は泡を多量に含み保持する機能を持つ。浴用タオルの各繊維層内に泡を含んだ状態で、
泡のクッション性を保ちながら皮膚の上を滑らすように使ううちに、泡は各繊維層の間を
行き来してさらに微細度を増し、消えにくく吸着力が強まり洗浄力が向上することになる
。
　また、上布を弛ませることにより、中布の上を上布１３が移動しやすくなることで、前
記した泡立ち性や泡の微細化を促進する。
　細いナイロン繊維等、柔らかい素材を基布に用いると、優れた泡立ち性泡保持性により
アトピー肌や敏感肌の洗浄にも適用可能な浴用タオルとなる。
　中布をメッシュ状布にし、また図７の実施態様７のように中布も弛ませて構成すると上
記効果が一層顕著になる。
【００２６】
　また、実施態様６によると、上記効果に加え、浴用タオルの両端を左右の手で握り持つ
場合には、略中央部に上布と中布による膨らみが形成され、この膨らみが背中を洗う際に
窪みに沿うので洗い易くなり、力を入れて何度もくり返し擦る必要がなく背中周辺の皮膚
を傷めないという効果も生ずる。
【００２７】
　図８は、本発明の浴用タオルにおける実施態様８の浴用タオルの基布の長軸方向断面図
を示す。
　この実施態様では、中布を２枚とも基布７２に対して弛ませて構成している。また、中
布７６（ｂ）はメッシュ状である。もちろん、 1枚だけを基布に対して弛ませてもよいし
、 2枚ともメッシュ状のものであってもよい。メッシュの目の形状、大きさは前述した通
りのものでよい。
　このように中布を構成することによって、前記した泡立ち性、泡保持性、および泡の微
細度がさらに向上し、したがって洗浄効果がさらに一層顕著になる。
ここでは、中布が 2枚のものを示したが、 2枚に限らず、３枚以上でもよい。しかし、
あまり中布の枚数を増やすと、浴用タオルの水の含み量が増すので、水・洗浄剤・空気
の割合のバランスが悪くなり、微細な泡を効率良く発生させる働きが低下する。
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【００２８】
中布は図７に示すように平面状のものを弛ませて構成しても良いが、本発明の他の実施態
様９を図９に表す。図９の中布の断面拡大図に示すように、中布は短軸方向または長軸方
向に襞７または、不規則なギャザー寄せになるように設けてもよい。
このような襞７あるいはギャザーは中布全体にある必要はなく、基布、上布と縫合すると
きに、ギャザーを寄せるようにして襞を有するようにしてもよい。中布を襞になるように
構成すると、中布の洗浄剤や水の吸着面積が増すので、泡立ち性、泡保持性とも良好なも
のとなる。
【００２９】
図１０は上記各実施態様において基布の長軸方向の端から略１／３の領域の基布が、基
布の他の箇所とは異なる材質で構成されている実施態様１０を示す。例えば基布２ (a)は
通常のナイロン素材で、１／３の基布２（ｂ）は細手繊維の柔らかいナイロン素材で構成
する。このように構成することにより、皮膚の強いあるいは弱い部分等、体の洗う部位に
よって用いる材質の選択ができる。
また、各実施態様において、基布と上布のそれぞれの領域の材質を変えることにより、
皮膚への感触を多様化することができる。
　なお、以上の各実施態様では、基布が長方形の浴用タオルについての実施態様を示した
が、基布の形状はこれに限らず、正方形、楕円形、ハート型等の形状であってよい。
さらに、各実施態様の基布、中布および上布の綴じる箇所を縫合としたが、これに限ら
ず熱処理等で綴じてもよい。また、中布および上布は周面全面を綴じる必要は無く、周面
の複数部を基布に綴じて固定してもよい。
【００３０】
次に本発明品の使用方法および作用について説明する。
本発明の浴用タオルで体を洗う場合、先ず、浴用タオルを濡らして一旦絞り、長軸方向に
２、３等分してたたみ、洗浄剤をつけて泡立てると効率良く大量の泡が立つが、以下の操
作を行うことにより、より優れた泡質の泡を大量に得ることができる。
本発明の浴用タオルを濡らして一旦絞り、中央の多重構造部（ただし、実施態様２、実
施態様５のタオルにおいては、タオル端面側部の多重構造部）に、洗浄剤をつけ、両手で
泡を逃がさないようにしてしばらくもむと、細かい泡目の泡が容易にしかも大量に発生す
る。次に、泡を含んだ多重構造部以外の部分が溜め含んだ余分な水を絞って廃棄した後、
中央の多重構造部（ただし、実施態様２、実施態様５の浴用タオルにおいては、タオル端
面側部の多重構造部）を中心に全体を軽く包みもむと、泡が浴用タオル全体にいき渡り、
泡のクッション性のある球形の泡の塊となり、その一部を摘まみ持っても球形を保つ。こ
れは、浴用タオルの重なった基布、弛んだ中布と上布の各繊維表面および各繊維層による
空隙が、消えにくく粘度をもつ微細な泡で充満された状態である。
【００３１】
この状態の浴用タオルを用い、皮膚の表面に付着した泡を転がす要領で滑らせ体を洗う。
使い始めると、浴用タオル内に充満した泡は、皮膚の上を滑らすときのタオルのクッショ
ン作用によって、泡が上記繊維層を行き来することにより、さらに微細で消えにくい泡と
なり、粘度をもつ微細な泡は皮膚に吸着して皮膚表面にとどまり、肌は泡で白く覆われる
。
【００３２】
微細な泡は皮膚の凹凸の隅々に入り込み汚れを浮かす作用があるので、本発明の浴用タオ
ルを用いて多量の微細な泡を皮膚表面に供給することで、皮脂の分泌の多い背中の窪みも
強い摩擦によらずに汚れを落とすことができる。背中を洗うときには、浴用タオルの長軸
方向両端を左右の手で持って洗う方法が通常である。この場合には、実施態様３、または
実施態様６の浴用タオルが役に立つ。この浴用タオルでは中布と上布の位置する（ただし
、実施態様３の浴用タオルにおいては上布のみ）浴用タオル中央部はその他の部分より膨
らみをもつ。背中の窪みに浴用タオルの膨らみを沿わせて上下方向に滑らせて微細な泡を
皮膚表面に供給することにより、汚れを浮かして落とすことができる。したがって、従来
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の浴用タオルのように力を込めて何度も擦る必要がないので背中周辺の皮膚を傷めること
がない。つまり、繊維で摩擦を与えることなく、微細な泡を皮膚表面に供給することによ
り、泡の洗浄力で皮膚の汚れを落とすからである。　
【００３３】
　上記した本発明では基布に、中布と上布の四辺のみを縫い付けた構造で、すすぎ効果が
よく、使い終えて浴用タオルを濯ぐと、汚れをとり込んだ泡の糟が簡単に流れ出し、乾燥
しやすく、清潔に保ちやすい特性がある。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施態様１の浴用タオル概略平面図および長軸方向断面図である。
【図２】本発明の実施態様２の浴用タオル概略平面図および長軸方向断面図である。
【図３】本発明の実施態様３の浴用タオル概略平面図および長軸方向断面図である。
【図４】本発明の実施態様４の浴用タオル長軸方向概略断面図である。
【図５】本発明の実施態様５の浴用タオル長軸方向概略断面図である。
【図６】本発明の実施態様６の浴用タオル長軸方向概略断面図である。
【図７】本発明の実施態様７（上布とともに中布も弛ませた構造）の長軸方向概略断面図
である。
【図８】本発明の実施態様８（中布が複数）の長軸方向概略断面図である。
【図９】本発明の実施態様９（中布が襞状に形成）の中布の長軸方向概略拡大断面である
。
【図１０】本発明の実施態様１０（基布の部位を異なる材質で形成）の基布の長軸　　方
向概略断面図である。
【符号の説明】
【００３５】
  １、１１、２１、３１、４１，５１，６１，７１　　浴用タオル
２、２（ a）、２（ｂ）、１２、２２，３２，４２，５２，６２，７２、　基布
３、１３、２３、３３、４３，５３，６３、７３　　上布
３６、４６、５６、６６、７６ (a)、７６ (b)　　　　中布　
４、１４、２４，３４，４４，５４，６４，７４　　端面
５、１５、２５，３５，４５，５５，６５，７５　　空隙
７　襞
【要約】
【課題】洗浄効果、皮膚への優しさ、洗い易さ、清潔性等の特性を併せ持つ浴用タオルを
提供することを課題とする。　
【解決手段】平面長方形状の基布５２とその略中央部の上部に中布５６、上布５３がそれ
ぞれこの順にもうけてあり、全体が三重構造になっている。これらの基布５２、中布５６
、上布５３の端面がいずれも縫合されている。そして、上布５３は基布５２及び中布５６
に対して弛ませて構成されている。このように構成することにより、中央の多層部で泡立
てて、その他の部分で余分な水を絞って廃棄するという含水分量調節ができる。その結果
、微細で粘度をもち洗浄効果の優れた泡質の泡を得ることができる。従来の浴用タオルに
比べて、泡の皮膚への吸着度、浴用タオルの泡保持性、洗浄力に優れるので、皮膚を摩擦
することなく洗浄効果を得ることができて皮膚を傷めない。
【選択図】　　図６
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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